
1　介護保険料月額基準額の算出
（１）月額基準額について

介護保険料の基準となる金額。
第7期計画の月額基準額：5,450円。

第７期町田市所得段階別表

（２）一月当たりの介護保険料（月額基準額）算出方法（第7期）

算定上の介護保険料月額基準額 介護給付費準備基金の
活用による軽減 確定した介護保険料月額基準額

※第7期計画：5,847円 ※第7期計画：397円
※第7期計画：5,450円

第8期（2021～2023年度）の介護保険料決定プロセスについて

＝―

3年間で必要な第1号被保険者の負担額

3年間の第1号被保険者の延べ人数

※第7期計画：347,295人

算定上の介護保険料

月額基準額

※第7期計画:5,847円

÷98.7％÷12カ月＝

3年間のサービス給付等に

必要な費用の合計金額

※第7期計画:約1,003億円

第1号被保険者

（65歳以上）の負担分

※第7期計画:約24%
×

（保険料収納率）

資料 3

第１号被保険者保険料負担率 ２３％

＋ 調整交付金市負担分 約 １％

＝約２４％

1



2 　介護保険料（総事業費）の決定作業プロセス

３　介護保険料の増減要因（第７期→第８期）

（１）増額要因

要因１：利用者等の増加

○ 高齢者人口、認定者数の伸びに伴う給付費の増加

要因２：施設等の増加

○ 特別養護老人ホームの増床

要因３：介護報酬改定

○ 2021年4月の介護報酬改定（増改定の場合）

（２）減額要因

要因１：介護保険法改正

○ 2021年8月以降　高額介護サービス費の上限変更

○

要因２　介護報酬改定

○ 2021年4月の介護報酬改定（減改定の場合）

～9月

各推計を基に、一月当たりの介護保険料基準額を算出
します。

3年間の給付サービス等に必要な費用を推計します。
・各給付サービスの推計
・地域支援事業費の推計
・制度改正等の影響　　　等

3年間の認定者数を推計します。

3年間の町田市の総人口・高齢者人口を推計します。

STEP４：算定上の介護保険料算出
　　　　　（月額基準額）

STEP3：総事業費の見込み

STEP2：認定者推計

STEP1：人口推計

1月
下旬

12月

12月下
旬～1
月中旬

2021年8月以降　食費・居住費の助成における負担限度額、預貯金等の基準の見直し

介護給付費準備基金の活用も考慮して、最終的な介護
保険料を決定します。

2020年度上半期の実績（認定者数・給付実績）を考
慮した上で、STEP1～4を再度実施します。

市民に対し、パブリックコメントを実施します。

STEP５：第８期介護保険料決定

最終推計

パブリックコメント
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４　介護保険料の推移・他市比較

（１）月額基準額の推移

（２）全国平均・東京都平均の状況

（３）近隣市の状況

　

第1期 第2期 第3期 第4期

第5期 第6期 第7期
2018～2020年度

介護保険料月額基準額
（町田市）

3,300円
（±0％）

3,700円
（+12.1％）

4,700円
（+27.0％）

3,950円
（▲16.0％）

2000～2002年度 2003～2005年度 2006～2008年度 2009～2011年度

2012～2014年度 2015～2017年度

4,160円
（+1.7％）

2018～2020年度

4,972円
（+19.5％）

介護保険料月額基準額
（国・加重平均）

5,869円

4,920円
（+25.6％）

5,390円
（+9.6％）

5,450円
（+1.1％）

2,911円
（±0％）

3,293円
（+13.1％）

4,090円
（+24.2％）

介護保険料月額基準額
（国・加重平均）

介護保険料月額基準額
（町田市）

5,514円
（+10.9％）

5,869円
（+6.4％）

第6期 第7期
2015～2017年度

八王子市 5,408円 5,408円
（増減なし）

2015～2017年度 2018～2020年度

町田市 5,390円 5,450円

町田市 5,390円 5,450円

第6期 第7期

川崎市 5,540円 5,825円

相模原市 5,375円 5,800円

横浜市 5,990円 6,200円

東京都26市平均 5,278円 5,577円

多摩市 4,550円 4,808円

東京都平均 5,538円 5,911円

稲城市 4,800円 5,200円

全国平均（再掲） 5,514円
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